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は
じ
め
に

廣
橋
家
旧
蔵
文
書
に
は
、
数
多
く
の
革
命
革
令
勘
文
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
の
勘
文
を
読
み
解
く
に
際
し
て
は
、
辛
酉
革
命
、
甲
子
革
令
に
関
す
る
諸
説
に
つ

い
て
の
理
解
が
不
可
欠
と
な
る
。
こ
の
諸
説
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て『
三
革
説（
附

諸
道
勘
文
例
）』（
以
下
、『
三
革
説
』
と
省
略
）
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
書
は
互

い
に
独
立
し
た
次
の
四
種
の
資
料
か
ら
成
っ
て
い
る
。

①
『
辛
酉
甲
子
事
』

②
『
四
六
二
六
配
卦
図
』

③
『
革
命
三
家
説
』

④
『
革
命
革
令
諸
道
勘
文
例
』

こ
の
書
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
均
「
革
令
勘
文
と
兼
良
公
三
革
説
」
が
基
礎
的
な
研
究

を
行
っ
て
お
り
、
特
に
④
『
革
命
革
令
諸
道
勘
文
例
』
に
つ
い
て
は
同
氏
「
天
養
度

の
革
令
勘
文
に
つ
い
て
」
お
よ
び
「
建
仁
辛
酉
改
元
と
九
条
良
経
」（
以
上
い
ず
れ
も

同
氏
『
革
命
・
革
令
勘
文
と
改
元
の
研
究
』
一
九
九
一
年
所
収
）
に
お
い
て
詳
し
く

解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
遺
憾
な
こ
と
に
他
の
資
料
に
つ
い
て
詳
説
さ
れ
る
こ
と
な
く

氏
は
亡
く
な
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
①
『
辛
酉
甲
子
事
』
に
付
せ
ら
れ

た
「
辛
酉
甲
子
并
革
命
革
令
年
々
」
お
よ
び
③
『
革
命
三
家
説
』
に
付
せ
ら
れ
た
「
和

漢
辛
酉
年
々
」
を
取
り
上
げ
、
こ
の
二
つ
の
表
の
構
成
と
そ
の
読
み
取
り
方
を
紹
介

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
表
は
勧
申
者
が
革
命
革
令
勘
文
作
成
時
に
参
照
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
革
命
革
令
勘
文
を
読
み
解
く
上
で
も
有
益
な
補

助
資
料
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

１
．革
命
革
令
年
の
求
め
方

さ
て
、
両
表
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
諸
説
に
よ
る
革
命
革
令
の
年
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
表
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ま
ず
、
諸
説
に
お
け
る
革
命
革
令
年
の
求
め
方
に
つ

い
て
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
辛
酉
革
命
の
年
の
三
年
後
が
必
ず
甲
子
革

令
の
年
と
な
る
か
ら
、
辛
酉
革
命
の
方
で
代
表
さ
せ
る
と
し
て
、
あ
る
年
が
変
革
の

年
に
当
た
る
か
否
か
を
知
る
た
め
に
は
、（
1
）
変
革
の
年
が
現
れ
る
周
期
、（
2
）

推
算
の
基
準
年
―
―
こ
れ
を
「
蔀
首
」
と
言
う
―
―
、（
3
）
蔀
首
以
来
の
紀
年
、
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の
三
者
が
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
紀
年
に
よ
っ
て
蔀
首
か
ら
の
積
算
年
を

求
め
、
そ
こ
に
変
革
の
年
が
現
れ
る
周
期
を
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
年

が
変
革
の
年
に
当
た
る
の
か
を
算
出
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
三
者
を
ど
の
よ

う
に
設
定
す
る
か
に
よ
っ
て
諸
説
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
1
）
に
つ
い
て
は
、
Ａ
：
易
説
、
Ｂ
：
詩
説
、
Ｃ
：
王
肇
陽
乗
陰
乗
説
の
三
種

が
あ
り
、
Ａ
：
易
説
は
、
Ａ
―
1
：
四
六
二
六
法
と
Ａ
―
2
：
清
行
説
に
分
か
れ
る
。

（
2
）
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
ａ
：
黄
帝
十
九
年
辛
酉
、
ま
た
は
ｂ
：
神
武
天
皇

元
年
辛
酉
が
蔀
首
と
さ
れ
る
が
、
Ｂ
：
詩
説
の
場
合
は
ｃ
：
帝
紂
十
三
年
（
文
王
受

命
第
四
年
）
辛
酉
が
蔀
首
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

（
3
）
に
つ
い
て
は
、
古
代
の
中
国
に
つ
い
て
は
α
：
釈
霊
実
『
帝
王
年
代
暦
』、

ま
た
は
β
：
王
肇
『
開
元
暦
紀
経
』
の
紀
年
が
取
ら
れ
、
日
本
に
つ
い
て
は
『
日
本

書
紀
』
の
紀
年
が
取
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
革
命
革
令
の
議
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
紀
年

の
分
岐
が
あ
る
の
は
周
代
の
紀
年
だ
け
で
、
周
穆
王
の
辛
酉
年
か
ら
、
周
恵
王
十
七

年
辛
酉
（
前
六
六
〇
）
1
（

）
ま
で
を
、
α
：
釈
霊
実
『
帝
王
年
代
暦
』
が
三
〇
〇
年
と
す

る
の
に
対
し
、β
：
王
肇『
開
元
暦
紀
経
』は
二
四
〇
年
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。
よ
っ

て
、
こ
れ
以
後
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
の
紀
年
を
取
る
か
に
よ
っ
て
、
変
革
の
年
が

六
〇
年
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、『
帝
王
年
代
暦
』、『
開
元
暦
紀
経
』
と
も
に

佚
書
で
あ
り
、
伝
世
本
は
存
在
し
な
い
。

（
2
）
の
実
際
に
つ
い
て
は
、「
辛
酉
甲
子
并
革
命
革
令
年
々
」
等
の
表
に
即
し
て

示
す
と
し
て
、（
1
）
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
説
明
を
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

ま
ず
Ａ
：
易
説
は
変
革
の
大
周
期
―
―
こ
れ
を
「
一
蔀
」
と
言
う
―
―
を

一
三
二
〇
年
と
し
、
そ
の
内
部
に
存
在
す
る
小
周
期
の
取
り
方
で
、
次
の
二
説
に
分

か
れ
る
。

Ａ
―
1
：
四
六
二
六
法

第
一
変
四
六
（
二
四
〇
年
）、
第
二
変
二
六
（
一
二
〇
年
）、
第
三
変
四
六
（
二

四
〇
年
）、
第
四
変
二
六
（
一
二
〇
年
）、
第
五
変
四
六
（
二
四
〇
年
）、
第
六
変

二
六
（
一
二
〇
年
）、
第
七
変
四
六
（
二
四
〇
年
）

Ａ
―
2
：
清
行
説

第
一
変
四
六
（
二
四
〇
年
）、
第
二
変
二
六
（
六
〇
年
）、
第
三
変
四
六
（
一
八

〇
年
）、
第
四
変
二
六
（
一
二
〇
年
）、
第
五
変
四
六
（
一
八
〇
年
）、
第
六
変
二

六
（
一
八
〇
年
）、
第
七
変
四
六
（
一
二
〇
年
）、
第
八
変
二
六
（
二
四
〇
年
）

Ａ
―
1
：
四
六
二
六
法
が
規
則
的
に
四
六
（
二
四
〇
年
）、
二
六
（
一
二
〇
年
）
を
繰

り
返
す
の
に
対
し
、
Ａ
―
2
：
清
行
説
は
か
な
り
不
規
則
な
形
で
変
革
の
周
期
を
考

え
て
い
る
。

次
の
Ｂ
：
詩
説
は
「
十
周
法
」
と
も
呼
ば
れ
、
三
六
年
を
一
周
と
し
、
十
周

三
六
〇
年
を
「
王
命
大
節
」
と
呼
ん
で
こ
れ
を
変
革
の
小
周
期
と
し
、
そ
の
十
周

三
六
〇
〇
年
を
「
大
剛
」
と
呼
ん
で
こ
れ
を
変
革
の
大
周
期
と
す
る
。

最
後
の
Ｃ
：
王
肇
陽
乗
陰
乗
説
は
次
の
三
蔀
か
ら
な
る
四
四
四
〇
年
を
変
革
の
大

周
期
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
蔀
（
一
五
〇
〇
年
）

陽
乗
一
変
（
一
八
〇
年
）、陰
乗
一
変
（
二
四
〇
年
）、陽
乗
二
変
（
四
二
〇
年
）、

陰
乗
二
変
（
六
六
〇
年
）

第
二
蔀
（
一
五
〇
〇
年
）

蔀
内
の
小
周
期
は
第
一
蔀
に
同
じ

第
三
蔀
（
一
四
四
〇
年
）

陽
乗
一
変
（
一
八
〇
年
）、陽
乗
二
変
（
三
〇
〇
年
）、陽
乗
三
変
（
四
二
〇
年
）、

陽
乗
四
変
（
五
四
〇
年
）

こ
れ
ら
の
周
期
は
、そ
れ
ぞ
れ
術
数
的
な
思
考
を
背
景
に
し
て
導
か
れ
て
い
る
が
、そ

の
説
明
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
）
2
（

こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と
に
し

て
、
ま
ず
は
「
辛
酉
甲
子
并
革
命
革
令
年
々
」
の
構
成
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

2
．辛
酉
甲
子
并
革
命
革
令
年
々

図
1
（
7
）
）
3
（

は
内
閣
文
庫
蔵
『
三
革
説
』
の
「
辛
酉
甲
子
并
革
命
革
令
年
々
」
の
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最
初
の
部
分
で
あ
る
（
以
下
、
図
版
は
す
べ
て
内
閣
文
庫
本
に
よ
る
）
（
（

）。
全
体
を
三

段
に
区
切
り
―
―
こ
の
部
分
で
は
下
段
は
空
欄
に
な
っ
て
い
る
―
―
、
上
段
を
さ
ら

に
三
段
に
区
切
っ
て
、
上
か
ら
①
）
（
（

「〔
四
六
二
六
法
〕
易
説
」「〔
十
周
法
〕
詩
説
」「〔
陽

乗
陰
乗
法
〕
王
肇
説
」
に
割
り
当
て
て
い
る
（
以
下
、
小
字
は
〔　

〕
で
括
っ
て
記

す
）。
中
段
は
二
段
に
分
け
て
「
辛
酉
」「
甲
子
」
と
記
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
に
②

「
黄
帝
十
九
年
上
元
蔀
首
」
③
「
黄
帝
廿
二
年
上
元
蔀
首
」
か
ら
の
紀
年
が
記
さ
れ

て
い
る
。

「
辛
酉
〔
小
昊
九
十
九
年
〕」
の
部
分
の
王
肇
説
欄
に
④
「〔
百
八
十
年
〕）
以
三
乗

六
〔
陽
乗
一
変
〕」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
辛
酉
（
甲
子
）
年
が
、
王
肇
説
に
よ
る
陽

乗
一
変
に
当
た
り
、
そ
れ
が
蔀
首
か
ら
三
×
六
〇
の
一
八
〇
年
後
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

次
の
「
辛
酉
〔
顓
頊
五
十
九
年
〕」
の
部
分
の
易
説
欄
に
⑤
「〔
二
百
四
十
年
〕

四
六
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
年
が
易
説
に
よ
る
四
六
の
変
（
第
一
変
四
六
）
に
当
た

り
、
そ
れ
が
蔀
首
か
ら
二
四
〇
年
後
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
同
欄
の
や
や
左
に
⑥

「〔
百
廿
年
〕
二
六
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
年
が
二
六
の
変
（
第
二
変
二
六
）
に
当
た

り
、
そ
れ
が
先
の
四
六
の
変
か
ら
一
二
〇
年
後
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

そ
の
下
の
詩
説
欄
に
⑦
「〔
自
上
元
第
一
周
三
百
六
十
年
〕
十
周
〔
名
王
命
大
節
〕」

と
あ
る
の
は
、
こ
の
年
が
詩
説
に
よ
る
「
十
周
（
王
命
大
節
）」
の
変
に
当
た
り
、

そ
れ
が
蔀
首
か
ら
三
六
〇
年
後
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
で
の
「
十
周
」
は
一
周

を
三
六
年
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
欄
の
以
下
の
部
分
―
―
図
1
に
は
示
さ
れ
て
い
な

い
―
―
に
見
え
る
「〔
三
百
六
十
年
〕
一
周
〔
第
二
周
〕」「〔
三
百
六
十
年
〕
一
周
〔
第

三
周
〕」
な
ど
に
お
け
る
「
一
周
」
は
三
六
〇
年
を
示
し
、「〔
三
千
六
百
歳
〕
十
周
〔
第

十
周
）
（
（

、
名
大
剛
〕」
は
、
こ
の
年
が
蔀
首
か
ら
三
六
〇
〇
年
の
「
大
剛
」
の
変
に
当

た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

易
説
欄
、
王
肇
説
欄
に
お
い
て
も
、
一
蔀
の
終
始
が
示
さ
れ
、
図
2
（
8
）
に
お

け
る
殷
の
「
辛
酉
〔
武
丁
十
七
年
〕」
の
部
分
の
易
説
欄
に
①
「〔
一
蔀
一
千
三
百
廿

年
畢
〕
四
六
〔
二
百
四
十
年
／
二
蔀
首
〕」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
前
年
で
第
一
蔀
の

一
三
二
〇
年
が
終
わ
り
、
こ
の
年
が
第
二
蔀
の
首は
じ
めで
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
殷
の
「
辛
酉
〔
帝
封
十
三
年
〕」（「
封
」
は
「
紂
」
の
誤
記
、
下
の
「
甲
子
」

の
部
分
も
同
じ
）
7
（

）
の
部
分
で
②
「〔
一
蔀
一
千
五
百
年
畢
／
已
上
六
百
六
十
年
〕
以

八
乗
六
以
三
乗
六
〔
二
蔀
首
、
陰
乗
二
変
〕」
と
あ
る
の
は
、
や
や
上
に
記
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
が
、
王
肇
説
欄
の
記
述
で
あ
り
、
こ
の
前
年
で
第
一
蔀
の
一
五
〇
〇

年
が
終
わ
り
、
こ
の
年
が
第
二
蔀
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に

見
え
る
「
以
八
乗
六
以
三
乗
六
」
は
陽
乗
一
変
の
「
以
三
乗
六
」
と
同
じ
く
本
来
大

図1（7）図2（8）
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字
で
書
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
）
8
（

、
こ
れ
に
先
立
つ
陽
乗
二
変
か
ら
の
年
数
が
八
×

六
〇
＋
三
×
六
〇
の
六
六
〇
年
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
以
下
の
王
肇

説
欄
に
お
い
て
は
、
こ
の
年
数
の
計
算
法
を
大
字
で
記
す
こ
と
は
せ
ず
、「
陽
乗
一

変
」「
陰
乗
一
変
」
等
の
方
を
大
字
で
表
記
し
て
い
る
。

こ
の
図
2
に
お
い
て
は
、
③
「
甲
子
〔
帝
封マ
マ

十
六
年
／
周
文
王
受
命
年
歟
〕」
と

文
王
受
命
の
推
定
年
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後

に
ま
た
触
れ
る
と
し
て
、
周
の
共
和
（『
史
記
』
表
の
紀
年
で
は
前
八
四
一
～

八
二
九
）
の
頃
ま
で
は
、
上
に
解
説
し
た
よ
う
な
形
で
表
が
作
ら
れ
て
お
り
、
表
の

記
載
も
単
純
で
あ
る
。

表
の
記
載
に
大
き
な
変
化
が
で
て
く
る
の
は
、
神
武
天
皇
即
位
の
前
後
か
ら
で
あ

る
。
図
3
（
9
）
の
①
「
辛
酉
〔
周
僖
王
三
年
／
神
武
天
皇
即
位
元
年
〕」
以
下
の
「
辛

酉
」「
甲
子
」
の
下
に
は
、
中
国
の
帝
王
に
よ
る
紀
年
に
な
ら
べ
て
日
本
の
天
皇
に

よ
る
紀
年
が
併
記
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
空
欄
で
あ
っ
た
下
段
が
三
つ
に
分
け
ら
れ
ｂ
：

神
武
天
皇
元
年
辛
酉
を
蔀
首
と
し
た
場
合
の
②
「
易
説
」「
詩
説
」「
暦
紀
経
説
」
に

よ
る
変
革
の
年
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
暦
紀
経
説
」
と
は
王
肇
説
の
別

名
で
、
王
肇
説
が
彼
の
記
し
た
『
開
元
暦
紀
経
』
に
よ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
下
段

は
ス
ペ
ー
ス
が
狭
い
の
で
、
詩
説
欄
と
暦
紀
経
説
欄
が
ほ
と
ん
ど
重
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
が
、
そ
の
記
述
法
の
違
い
か
ら
両
者
は
容
易
に
区
別
で
き
る
。

こ
の
部
分
の
易
説
欄
に
は
Ａ
―
1
：
四
六
二
六
法
と
Ａ
―
2
：
清
行
説
が
併
記
さ

れ
、「
甲
子
〔
孝
王
十
五
年
／
孝
照
五
十
九
年
〕」
下
に
③
「〔
自
神
武
初
首

二
百
四
十
年
〕
四
六
」
と
墨
書
さ
れ
る
の
が
Ａ
―
1
：
四
六
二
六
法
、
④
「
四
六
〔
任

昌
泰
奏
状
付
之
／
自
神
武
二
百
四
十
年
〕」
と
朱
書
さ
れ
る
の
が
Ａ
―
2
：
清
行
説

で
、
以
下
こ
の
欄
で
は
前
者
が
墨
書
、
後
者
が
朱
書
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
朱
書
き
に

つ
い
て
は
、
神
武
元
年
「
辛
酉
」
の
手
前
に
、

⑤
清
行
朝
臣
昌
泰
奏
状
（
昌
泰
四
年
の
三
善
清
行
『
請
改
元
応
天
道
之
状
』
を

指
す
）
に
云
ふ
、「
神
武
元
（
年
）
を
以
て
蔀
首
と
為
す
べ
し
云
々
」
と
。
但
だ

四
六
二
六
の
立
ち
様
、
未
だ
其
の
意
を
得
ず
と
雖
も
、
易
説
は
深
意
に
し
て
、

碩
儒
の
為
す
所
な
れ
ば
、定
め
て
子
細
有
る
か
。
仍な

ほ
奏
状
の
年
数
に
任よ

り
て
、

朱
を
以
て
之
に
注
付
す
。

と
説
明
書
き
が
な
さ
れ
、
そ
の
部
分
で
は
引
き
続
い
て
、

又
た
代
々
諸
儒
の
勘
す
る
所
の
四
六
二
六
の
法
、
并
び
に
詩
緯
、
暦
紀
の
術
、

同
蔀
首
を
以
て
之
を
勘
す
。

と
歴
代
の
勘
文
に
お
い
て
、
神
武
元
年
を
蔀
首
と
し
た
、
四
六
二
六
の
法
、
詩
説
、

暦
紀
経
説
が
見
え
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
図
3
で
は
上
段
に
も
朱
書
き
の
部
分
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
α
：
釈

霊
実
『
帝
王
年
代
暦
』
と
β
：
王
肇
『
開
元
暦
紀
経
』
の
紀
年
の
違
い
を
反
映
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
朱
書
き
の
内
、
易
説
、
詩
説
に
つ
い
て
は
、
上
段
最
上
部
か
ら
小

字
で
書
き
込
ま
れ
た
次
の
一
文
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
間
に
「
四
六
」「
二
六
」

等
の
文
字
が
挟
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
一
続
き
の
文
で
あ
る
。

⑥
易
、
詩
の
両
説
に
於
て
は
、
釈
霊
実
の
年
紀
を
以
て
之
を
勘
す
べ
き
か
。『
暦

紀
経
』
陽
九
の
年
紀
之
と
同
じ
く
、
一
甲
子
を
加
へ
て
定
む
。
然
り
而
し
て
王

肇
の
術
、
穆
王
、
恵
王
の
間
、
一
甲
子
を
減
じ
、
年
紀
の
異
説
有
る
が
若
き
か
。

代
々
諸
儒
、
両
年
紀
を
以
て
之
を
勘
す
。
仍よ

り
て
六
十
年
の
足
ら
ざ
る
は
、
朱

図3（9）
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を
以
て
之
に
注
付
す
。

こ
の
一
文
の
内
容
に
関
し
て
は
王
肇
説
に
つ
い
て
の
次
の
書
き
込
み
（
図
3
の
最
初

の
「
辛
酉
」
と
次
の
「
辛
酉
」
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
小
字
）
を
合
わ
せ
見
る
の
が
よ

い
で
あ
ろ
う
。

⑦
王
肇
『
暦
紀
経
』
革
令
法
、
穆
王
、
恵
王
の
間
、
一
甲
子
を
減
ず
。
然
ら
ば

則
ち
陽
乗
陰
乗
の
術
に
於
て
は
、
専
ら
）
9
（

彼
の
年
紀
を
守
り
て
之
を
勘
す
べ
き

か
。
然
り
而
し
て
同
経
、
陽
九
篇
を
勘か
ん
がふ

る
に
、
一
甲
子
を
加
へ
、
釈
霊
実
の

年
紀
之
に
同
じ
。
仍よ

り
て
代
々
諸
儒
）
（1
（

、
副
へ
て
之
を
勘
す
る
か
。
朱
を
以
て
之

に
注
付
す
。

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
王
肇
『
開
元
暦
紀
経
』
の
革
令
法
で
は
、
穆
王
、
恵
王
の
間
で
、

釈
霊
実
の
紀
年
よ
り
一
甲
子
（
六
〇
年
）
短
い
が
、
王
肇
の
同
書
の
陽
九
篇
で
は
、

釈
霊
実
と
同
じ
紀
年
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
易
説
欄
、
詩
説

欄
に
お
い
て
は
、
釈
霊
実
の
紀
年
を
主
と
し
て
変
革
の
年
を
記
し
、『
暦
紀
経
』
革
令

法
の
紀
年
に
よ
る
そ
れ
を
朱
で
、
王
肇
説
欄
に
お
い
て
は
、『
暦
紀
経
』
革
令
法
の
紀

年
を
主
と
し
て
変
革
の
年
を
記
し
、
釈
霊
実
の
紀
年
に
よ
る
そ
れ
を
朱
で
注
記
す
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
易
説
欄
、
詩
説
欄
で
は
朱
注
が
後
ろ
に
一
つ
ず
れ
、
王
肇

説
欄
に
お
い
て
は
朱
注
が
前
に
一
つ
ず
れ
た
形
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
故
で
あ

る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、各
「
辛
酉
」「
甲
子
」
の
下
に
記
さ
れ
て
い
る
紀
年

が
、
霊
実
、
王
肇
の
い
ず
れ
の
も
の
で
あ
る
の
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

「
和
漢
辛
酉
年
々
」
を
検
討
す
る
部
分
で
論
じ
た
い
。

さ
て
、
以
上
か
ら
、
こ
の
表
に
お
い
て
は
（
辛
酉
革
命
で
代
表
さ
せ
れ
ば
）、

ａ
：
黄
帝
十
九
年
辛
酉
を
蔀
首
と
し
た
場
合
の
、
Ａ
―
1
：
四
六
二
六
法
、
Ｂ
：

詩
説
、
Ｃ
：
王
肇
説
に
よ
る
変
革
の
年
が
、
α
：
釈
霊
実
『
帝
王
年
代
暦
』
お
よ
び

β
：
王
肇
『
開
元
暦
紀
経
』
革
令
法
の
両
紀
年
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
さ
ら
に
、

ｂ
：
神
武
天
皇
元
年
辛
酉
を
蔀
首
と
し
た
場
合
の
、
Ａ
―
1
：
四
六
二
六
法
、
Ａ

―
2
：
清
行
説
、
Ｂ
：
詩
説
、
Ｃ
：
王
肇
説
に
よ
る
変
革
の
年
が
、『
日
本
書
紀
』

の
紀
年
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

図
（
（
11
）
は
こ
の
表
の
末
尾
で
あ
り
、
こ
れ
が
①
「
辛
酉
〔
今
上
元
和
六
年
〕」

「
甲
子
〔
今
上
元
和
十
年
〕」
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
表
が
こ
の
時
の
革

命
革
令
勘
文
の
た
め
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
面
白
い
の
は
②

「
辛
酉
〔
後
醍
醐
元
応
三
、
元
亨
元
〕」
以
下
、
四
つ
の
「
辛
酉
」
の
部
分
に
紀
年
が

入
っ
て
い
な
い
こ
と
で
、
こ
れ
が
も
と
も
と
元
応
三
年
辛
酉
の
た
め
に
作
ら
れ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
実
際
、
東
山
御
文
庫
所
蔵
の
『
三
革
説
）
（（
（

』
で
は
、
こ
の
紀

年
が
「
辛
酉
〔
当
今
元
応
三
、
元
亨
元
〕」
で
終
わ
っ
て
い
る
）
（1
（

。
ま
た
図
（
（
12
）
は
、

こ
の
表
を
含
む
『
辛
酉
甲
子
事
』
の
奥
書
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の

三
行
は
、
黄
帝
十
九
年
辛
酉
か
ら
今
年
（
元
和
六
年
）
辛
酉
ま
で
の
辛
酉
の
数

「
七
十
一
」
と
、
そ
れ
を
『
暦
紀
経
』
の
紀
年
で
数
え
た
「
七
十
」
と
、
神
武
天
皇

即
位
元
年
辛
酉
か
ら
数
え
た
「
三
十
八
」
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
傍
記
さ
れ

た
①
「
如
本
六
十
七
ケ
度
也
」
②
「
如
本
三
十
四
ケ
度
也
」
の
「
本
の
如
き
は
」
は
、

こ
の
写
本
の
元
本
に
お
け
る
数
字
を
示
し
て
い
る
が
、
東
山
御
文
庫
本
で
は
そ
れ
ぞ

れ
の
数
字
が
元
亨
元
年
辛
酉
ま
で
の
辛
酉
の
数
に
当
た
る
「
六
十
七
」「
六
十
六
」

「
三
十
四
」
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
末
尾
は

元
應
三
年
二
月
十
七　
　

日
散
位
賀
茂
朝
臣
在
峯

〔
一
校
了
〕

図4（11）
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で
終
わ
っ
て
い
る
）
（1
（

。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
表
が
も
と
も
と
は
元
応
三
年
辛
酉
の

た
め
に
記
さ
れ
、
後
に
元
和
六
年
の
辛
酉
革
命
、
も
し
く
は
同
十
年
の
甲
子
革
令
の

際
に
再
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

3
．和
漢
辛
酉
年
々

次
に
「
和
漢
辛
酉
年
々
」
の
構
成
を
見
て
み
た
い
。
こ
の
表
で
は
題
名
の
通
り
辛

酉
年
の
み
示
さ
れ
、
上
下
二
段
に
分
け
て
、
上
段
に
黄
帝
十
九
年
か
ら
の
中
国
の
辛

酉
年
、
下
段
に
神
武
元
年
か
ら
の
日
本
の
辛
酉
年
が
示
さ
れ
て
い
る
）
（1
（

。
中
国
の
紀
年

の
部
分
で
は
「
五
帝
」「
夏
」「
殷
」「
周
」
等
々
と
王
朝
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
）
（1
（

、
図

（
（
20
）
は
そ
の
「
五
帝
」
の
部
分
と
「
夏
」
の
最
初
の
部
分
で
あ
る
。
そ
の
上
に

墨
字
で
①
「
〇
四
六
相
乗
二
百
四
十
年
」
②
「
〇
二
六
相
乗
百
廿
年
」
の
形
で
Ａ
―

1
：
四
六
二
六
法
の
変
革
年
が
、
③
「
一
周
三
百
六
十
年
」
の
形
で
Ｂ
：
詩
説
の
変

革
年
が
）
（1
（

、
④
「
陽
乗
一
変
百
八
十
年
、
三
六
」
⑤
「
陰
乗
一
変
二
百
四
十
年
、

四
六
」
等
の
形
で
Ｃ
：
王
肇
説
の
変
革
年
が
示
さ
れ
、
符
号
の
⑥
「
□
」
に
よ
っ
て

Ａ
―
2
：
清
行
説
に
よ
る
変
革
年
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
付
け
加
え

る
形
で
、
⑦
「
易
説
」
⑧
「
善
宰
相
説
四
六
」
⑨
「
詩
説
△
」
⑩
「
王
肇
説
〇
」
等

が
朱
で
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、「
易
説
」「
善
宰
相
説
」「
詩
説
」
の
語
お
よ
び
「
王

肇
説
」
の
「
説
」
字
は
省
略
さ
れ
る
が
、
清
行
説
の
「
四
六
」「
二
六
」、
詩
説
の
「
△
」、

王
肇
説
の
「
王
肇
〇
」
の
朱
は
そ
れ
ぞ
れ
の
変
革
年
の
と
こ
ろ
に
付
け
ら
れ
続
け
て

い
く
）
（1
（

。
図
7
（
22
）
は
「
殷
」
の
末
尾
の
部
分
と
、「
周
」
の
最
初
の
部
分
で
あ
る
が
、

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
「
殷
」
の
部
分
の
末
尾
に
①
「
宇
治
左
府
記
」
と
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
以
上
の
記
載
が
藤
原
頼
長
の
『
宇
治
左
府
記
』
す
な
わ
ち
『
台
記
』

に
基
づ
く
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
（1
（

。『
台
記
）
（1
（

』
康
治
三
年
に
は
こ
の
年
の

甲
子
革
令
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
同
年
二
月
十
七
日
に
は
「
有
甲
子
定
、
在
別

図5（12）

図6（20）
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記
」
と
あ
っ
て
、
頼
長
が
甲
子
革
令
に
関
す
る
『
別
記
』
を
記
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
こ
の
表
は
こ
の
『
別
記
』
を
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
念
な

が
ら
こ
の
甲
子
革
令
に
関
す
る
『
別
記
』
は
現
存
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
殷
」
の
部
分
で
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
②
「
帝
紂
十
二
年
〔
文
王
受
命
第
四

年
也
〕」（「
十
二
」
は
「
十
三
」
の
誤
り
）
11
（

）
の
上
に
「
詩
説
蔀
首
」
と
朱
書
き
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
以
下
、
こ
こ
を
蔀
首
と
し
た
詩
説
に
よ
る
変
革
年
が
、

中
国
の
紀
年
の
部
分
に
「
一
周
」「
二
周
」
等
と
朱
書
き
さ
れ
（
図
8
の
③
参
照
）、

後
に
示
す
図
9
の
①
の
部
分
で
は
「
今
上
昭
寧
十
二
年
」
の
上
に
朱
で
「
文
王
已
後

六
周
、
不
足
二
百
四
十
年
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
1（
（

。
こ
の
年
に
関
す
る
他
の
記
載
が
み

な
墨
書
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
文
王
受
命
四
年
を
蔀
首
と
す
る
詩
説
の
み
が

朱
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
各
説
に
よ
る
変
革
年
に
つ
い
て
の
情
報
が
墨
書
と
朱
書

と
で
重
複
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
表
が
基
づ
い
た
資
料
に
お
い
て
は
朱
書
き
が

あ
と
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
）
11
（

。

図
7
の
「
周
」
の
部
分
で
興
味
深
い
の
は
そ
の
紀
年
で
あ
る
。『
史
記
』
年
表
で

紀
年
の
始
ま
る
共
和
以
前
は
霊
実
の
紀
年
が
基
準
と
さ
れ
、
共
和
以
後
は
『
史
記
』

の
紀
年
が
基
準
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
朱
で
③
「
以
下
用
霊
実
」

④
「
以
下
編
年
通
載
史
記
表
同
之
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
者
の
部
分

で
は
王
肇
の
紀
年
と
『
編
年
通
載
』
の
紀
年
が
注
記
さ
れ
、
後
者
の
部
分
で
は
霊
実

の
紀
年
と
王
肇
の
紀
年
が
注
記
さ
れ
る
形
を
取
っ
て
い
る
。
宋
・
章
衡
『
編
年
通
載
』

は
伝
世
本
が
存
在
す
る
も
の
の
、
こ
の
表
に
示
さ
れ
て
い
る
紀
年
は
な
ぜ
か
伝
世
本

の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
な
い
）
11
（

。

ま
た
、
⑤
「
武
王
卅
七
年
」（「
武
王
」
は
「
成
王
」
の
誤
り
）
11
（

）
の
下
に
「
王
肇
陽

九
篇
卅
六
年
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
王
肇
の
紀
年
が
『
暦
紀

経
』
陽
九
篇
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
穆
王
四
十
三
年
」
下
に

⑥
暦
紀
経
に
云
ふ
、「
穆
王
自
り
恵
王
に
至
る
ま
で
二
百
四
十
年
、
此
れ
陰
乗
一

変
な
り
云
々
」
と
。
而
る
に
如
今
の
年
紀
は
三
百
年
な
り
。
一
甲
子
の
得
失
有

る
か
。
但
だ
同
経
陽
九
百
六
篇
、
甲
子
を
失
は
ざ
る
は
如
何
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
の
篇
が
ま
た
陽
九
百
六
篇
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
同
時
に
こ
こ
で
の
王
肇
、
霊
実
の
両
紀
年
を
「
辛
酉
甲
子
并
革
命
革
令
年
々
」
の図8（22）

図7（21）
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紀
年
と
比
べ
る
こ
と
に
よ
り
、「
辛
酉
甲
子
并
革
命
革
令
年
々
」
に
お
け
る
紀
年
が

『
暦
紀
経
』
陽
九
篇
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
）
11
（

。

図
8（
22
）は
図
7
に
続
く
部
分
で
あ
る
が
）
11
（

、
こ
こ
か
ら
日
本
の
紀
年
が
始
ま
り
、

以
下
、
中
国
の
紀
年
と
同
じ
形
で
神
武
元
年
を
蔀
首
と
す
る
変
革
の
年
が
プ
ロ
ッ
ト

さ
れ
て
い
く
。
こ
の
部
分
で
興
味
深
い
の
は
、
上
段
に

①
毛
詩
正
義
に
云
ふ
、
文
王
受
命
の
戊
午
年
よ
り
、
下
は
（
魯
の
）
恵
公
末
年

に
至
る
ま
で
を
計
る
に
、
六
た
び
戊
午
を
復
し
、
三
百
六
十
年
に
当
た
る
。
今

案
ず
る
に
王
肇
の
甲
子
相
ひ
叶
ふ
、
尤
も
興
有
る
者
な
り
。

と
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
『
毛
詩
』
大
雅
・
文
王
の
毛
序
に
付
け
ら
れ
た
正
義
）
11
（

に
基

づ
く
記
述
で
あ
る
。『
史
記
』
十
二
諸
侯
年
表
の
記
載
に
よ
れ
ば
、魯
の
恵
公
末
年
は

周
の
平
王
四
十
八
年
（
前
七
二
三
年
）
に
当
た
り
、図
8
で
は
こ
の
三
年
後
の
②
「
平

王
五
十
一
年
」
を
辛
酉
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
表
で
は
「
文
王
受
命
第
四
年
」
か
ら

こ
の
辛
酉
ま
で
七
回
の
辛
酉
を
数
え
る
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
、一
甲
子
（
六
〇
年
）

を
減
ず
る
王
肇
の
紀
年
の
場
合
は
六
回
の
辛
酉
（
そ
の
三
年
前
で
考
え
れ
ば
六
回
の

戊
午
）
を
数
え
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
『
毛
詩
正
義
』
の
記
載
と
一
致
す
る
こ
と

を
奇
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
の
図
9
（
2（
）
は
こ
の
表
の
末
尾
の
部
分
で
あ
る
。
面
白
い
の
は
こ
こ
に

「
今
上
」
の
語
が
い
く
つ
も
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
紀
年
の
「
今
上
昭

寧
十
二
年
」
の
上
に
、

①
四
六
相
乗
、
百
廿
年
足
ら
ず
。
／
一
周
、
百
廿
年
足
ら
ず
。
／
陽
乗
陰
乗
、

六
十
年
足
ら
ず
。
／
已
上
霊
実
年
紀
。

四
六
相
乗
、
百
八
十
年
足
ら
ず
。
一
周
、
百
八
十
年
足
ら
ず
。
／
陰
陽
乗
、
百

廿
年
足
ら
ず
。
／
文
王
已
後
六
周
、二
百
四
十
年
足
ら
ず
。（
朱
筆
）
／
已
上
王

肇
年
紀
。

と
中
国
の
紀
年
に
よ
る
諸
説
の
変
革
年
と
こ
の
年
と
の
差
を
示
す
記
述
が
集
中
し
て

記
さ
れ
、同
じ
辛
酉
年
の
日
本
の
紀
年
の
「〔
土
御
門
院
〕
今
上
正
治
三
年
〔
建
仁
元

年
〕」
の
上
に
、

②
四
六
、
六
十
年
足
ら
ず
。
一
周
、
三
百
年
足
ら
ず
。
陰
陽
乗
、
六
十
年
足
ら

ず
。
／
善
説
、
六
十
年
足
ら
ず
。（
朱
筆
）

と
日
本
の
紀
年
に
よ
る
諸
説
の
変
革
年
と
こ
の
年
と
の
差
を
示
す
記
述
が
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
表
が
も
と
も
と
は
こ
の
辛
酉
年
（
一
二
〇
一
年
）
の
た
め
に

作
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
後
に
③
「〔
後
円
融
院
〕）
今
上
康
暦
三
年
〔
永
徳

元
〕」
④
「
今
上
永
享
十
三
年
（
嘉
吉
元
）」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
表
が
こ
の
二
度
の

辛
酉
年
（
一
三
八
一
年
／
一
四
四
一
年
）
に
お
い
て
再
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し

よ
う
。

お
わ
り
に

さ
て
、
以
上
で
こ
の
二
つ
の
表
に
つ
い
て
の
説
明
を
終
え
た
こ
と
に
な
る
。
両
表

が
革
命
革
令
年
を
考
え
る
上
で
基
本
的
な
情
報
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
以
上

の
説
明
で
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
両
表
そ
れ
自
体
は
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
使
い
勝
手
の
よ
い
も
の
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
最
後
に
こ
れ
を
現
代
風
に

改
め
た
も
の
を
別
表
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。
革
命
革
令
勘
文
を
読
み
解
く
補
助
資
料

と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

図9（25）
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復

元
年

醍
醐

延
喜

元
年（

昌
泰

（
年

）
27

1（（1
四

六（
2（0

年
）

四
六（

2（0
年

）
（1

3（01
3（（1

四
六（

2（0
年

）
第

十
周（

3（0
年

）
9（1

北
宋

太
祖

建
隆

2
年

村
上

應
和

元
年（

天
徳

（
年

）
28

1（21
二

六（
（0

年
）

（2
3（（1

3（01
○

○
1021

北
宋

真
宗

天
禧

（
年

後
一

条
治

安
元

年（
寛

仁
（

年
）

29
1（81

二
六（

120
年

）
陽

乗
一

変（
180

年
）

（3
3721

3（（1
二

六（
120

年
）

1081
北

宋
神

宗
元

豊
（

年
白

河
永

保
元

年（
承

暦
（

年
）

30
17（1

（（
3781

3721
○

11（1
南

宋
高

宗
紹

興
11

年
近

衛
永

治
元

年（
崇

徳
保

延
7

年
）

31
1801

四
六（

180
年

）
第

五
周（

3（0
年

）
（（

38（1
3781

1201
南

宋
寧

宗
嘉

泰
元

年
土

御
門

建
仁

元
年（

正
治

3
年

）
32

18（1
（（

3901
38（1

☆
12（1

南
宋

理
宗

景
定

2
年

亀
山

弘
長

元
年（

文
應

3
年

）
33

1921
四

六（
2（0

年
）

二
六（

120
年

）
陰

乗
一

変（
2（0

年
）

（7
39（1

3901
第

一
蔀

首
四

六（
2（0

年
）

十
周（

3（0
年

）
陽

乗
三

変（
（20

年
）

1321
元

英
宗

至
治

元
年

後
醍

醐
元

亨
元

年（
元

應
3

年
）

3（
1981

（8
（021

39（1
○

〇
1381

明
太

祖
洪

武
1（

年
北

朝
後

円
融

永
徳

元
年（

康
暦

3
年

）
3（

20（1
二

六（
120

年
）

（9
（081

（021
○

1（（1
明

英
宗

正
統

（
年

後
花

園
嘉

吉
元

年（
永

享
13

年
）

3（
2101

四
六（

180
年

）
70

（1（1
（081

二
六（

120
年

）
1（01

明
孝

宗
弘

治
1（

年
後

柏
原

文
亀

元
年（

明
応

10
年

）
37

21（1
第

六
周（

3（0
年

）
71

（201
（1（1

○
1（（1

明
世

宗
嘉

靖
（0

年
正

親
町

永
禄

（
年

38
2221

72
（2（1

（201
1（21

明
熹

宗
天

啓
元

年
後

水
尾

元
和

7
年

39
2281

四
六（

2（0
年

）
二

六（
180

年
）

73
（321

（2（1
第

二
周（

3（0
年

）
1（81

清
聖

祖
康

煕
20

年
霊

元
天

和
元

年（
延

宝
9

年
）

（0
23（1

陽
乗

二
変（

（20
年

）
7（

（381
（321

四
六（

2（0
年

）
〇

17（1
清

高
宗

乾
隆

（
年

桜
町

寛
保

元
年（

元
文

（
年

）
（1

2（01
二

六（
120

年
）

四
六（

120
年

）
7（

（（（1
（381

○
☆

1801
清

仁
宗

嘉
慶

（
年

光
格

享
和

元
年（

寛
政

13
年

）
（2

2（（1
7（

（（01
（（（1

二
六（

120
年

）
陽

乗
四

変（
（（0

年
）

18（1
清

文
宗

咸
豊

11
年

孝
明

文
久

元
年（

万
延

2
年

）
（3

2（21
第

七
周（

3（0
年

）

各
説
に
よ
る
辛
酉
革
命
年

（
易

説
，

詩
説

欄
の

〇
は

王
肇

の
紀

年
，

王
肇

説
欄

の
☆

は
霊

実
の

紀
年

に
よ

る
）
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（
1
）　
『
史
記
』
十
二
諸
侯
年
表
の
紀
年
に
よ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
中
華
書
局
版
の
標
点
本
を
用
い
た
。

（
2
）　

拙
稿
「
術
数
の
原
理
―
―
『
兼
良
公
三
革
説
』
を
中
心
に
―
―
」（
水
上
雅
晴
編
『
年
号
と

東
ア
ジ
ア
―
―
改
元
の
思
想
と
文
化
―
―
』、
八
木
書
店
、
二
〇
一
九
年
）

（
3
）　

図
番
号
の
後
ろ
に
括
弧
で
括
っ
た
数
字
は
、下
註
に
示
し
たw

eb

版
の
コ
マ
数
。
以
下
同
じ
。

（
（
）　

論
者
が
調
査
し
た
範
囲
で
は
『
三
革
説
』
の
写
本
に
は
次
の
三
系
統
が
確
認
で
き
る
。

Ａ
：
①
東
山
御
文
庫
（
勅
1
（
8
―
2
1
）『
辛
酉
甲
子
事
』、
②
史
料
編
纂
所
（
徳
大

寺
家
本
４
４
―
9
3
）『
辛
酉
甲
子
事
』

Ｂ
：
③
宮
内
庁
書
陵
部
（
函
架
番
号
：
2
（
（
―
（
（
7
）『
辛
酉
甲
子
並
革
命
革
令
年

年
等
事
』

Ｃ
：
④
宮
内
庁
書
陵
部
（
函
架
番
号
：
葉
・
（
0
（
）『
三
革
説
（
附
諸
道
勘
文
例
）』、

⑤
内
閣
文
庫
（
請
求
番
号
：
1
（
（
―
0
0
9
1
）『
三
革
説
』（
簿
冊
表
題
は
『
辛

酉
甲
子
事
』）

以
下
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
Ａ
の
系
統
が
よ
り
古
い
形
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
ウ
エ
ッ
ブ
上
に
公
開
さ
れ
て
い
て
一
般
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
で
、
か
つ
図
版
の
引
用

に
お
い
て
問
題
の
生
じ
な
い
⑤
（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
：https://w

w
w

.
digital.archives.go.jp/im

g/121（712
）
に
よ
っ
て
解
説
を
加
え
て
い
く
。
な
お
、
各
系
統

の
違
い
に
つ
い
て
は
、
本
論
中
に
お
い
て
適
宜
指
摘
す
る
。

（
（
）　

引
用
文
の
前
に
付
け
た
丸
囲
み
の
数
字
は
、
図
版
の
そ
れ
と
対
応
さ
せ
て
、
そ
の
引
用
文
の

お
お
よ
そ
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
丸
囲
み
の
数
字
は
図
版
ご
と
に
①
か
ら
振
り
な
お

し
て
あ
る
。

（
（
）　

他
の
部
分
の
用
例
に
あ
わ
せ
て
「
周
」
字
を
補
っ
た
。

（
7
）　

他
系
統
の
写
本
で
は
「
紂
」
に
作
る
。

（
8
）　

他
系
統
の
写
本
で
は
大
字
に
作
っ
て
い
る
。

（
9
）　

他
系
統
の
写
本
に
よ
り
「
守
」
上
に
「
專
」
字
を
補
う
。

（
10
）　

他
系
統
の
写
本
に
よ
り
「
諸
」
下
に
「
儒
」
字
を
補
う
。

（
11
）　

註
（
の
Ａ
系
統
の
①
。

（
12
）　

Ｂ
系
統
の
写
本
で
は
「
甲
子
〔
後
醍
醐
元
亨
四
、
正
中
元
〕」
以
下
の
各
紀
年
の
頭
に
朱
の

小
字
で
「
私
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
が
私
的
な
増
補
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
系
統
の
写
本
で
は
「
辛
酉
〔
今
上
元
和
六
年
〕」
は

記
さ
れ
ず
、
そ
の
下
の
「
甲
子
〔
今
上
元
和
十
年
〕」
は
「
＊
甲
子
〔
＊
後
水
尾
元
和
十
寛
永

元
年
〕」（
＊
は
朱
の
小
字
の
「
私
」）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）　

以
上
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
系
統
の
写
本
も
同
じ
で
あ
る
。

（
1（
）　

Ｂ
系
統
の
写
本
で
は
、
こ
の
表
に
罫
線
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
罫
線
に
よ
っ
て
上
下
二
段
に

註

分
け
ら
れ
て
い
る
。
Ａ
系
統
に
は
こ
の
罫
線
は
な
い
。

（
1（
）　

な
お
中
国
の
南
北
朝
期
に
お
い
て
は
、「
後
魏
」「
西
魏
」
の
紀
年
が
取
ら
れ
、
前
者
の
「
明

帝
泰
常
六
年
」「
孝
文
帝
太
和
五
年
」
の
上
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
南
朝
武
帝
永
初
二
」「
南
斉
高
帝

建
元
々
」
と
南
朝
の
紀
年
が
補
記
さ
れ
、
後
者
の
「
文
帝
大
統
七
年
」
の
上
に
は
「
梁
武
帝
大

同
七
年
／
東
魏
真
和
二
年
」
と
南
朝
お
よ
び
東
魏
の
紀
年
が
補
記
さ
れ
て
い
る
。「
辛
酉
甲
子

并
革
命
革
令
年
々
」
も
ま
た
後
魏
、
西
魏
の
紀
年
を
用
い
て
い
る
。

（
1（
）　 「
二
周
」
以
後
は
「
三
百
六
十
年
」
が
省
略
さ
れ
る
。

（
17
）　

内
閣
文
庫
本
の
場
合
、
王
肇
説
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
符
号
の
朱
が
欠
落
し
て
い
た
り
、

「
〇
」
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
な
お
、
Ｂ
系
統
の
写
本
で
は
、
こ
れ
ら
の
符
号
は

欄
外
（
天
頭
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）　

Ｂ
系
統
の
写
本
で
は
「
周
」
字
の
下
に
「
宇
治
左
府
説
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
周

代
（
以
下
）
の
記
述
が『
台
記
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
19
）　
『
台
記
』
お
よ
び
『
別
記
』
に
つ
い
て
は
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成
』（
臨

川
書
店
、
一
九
七
四
年
再
版
）
の
第
二
三
～
二
五
巻
に
よ
る
。

（
20
）　

他
系
統
の
写
本
で
は
「
十
三
」
に
作
る
。

（
21
）　

こ
の
「
不
足
二
百
四
十
年
」
は
王
肇
の
紀
年
に
従
っ
て
数
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
朱
書
き
の

「
一
周
」「
二
周
」
等
は
霊
実
の
紀
年
に
従
う
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）　

た
だ
し
、
こ
の
写
本
そ
れ
自
体
は
一
人
の
写
手
が
一
時
に
墨
書
と
朱
書
を
行
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

（
23
）　

四
部
叢
刊
続
篇
所
収
の
『
編
年
通
載
残
本
』
巻
一
の
記
載
で
は
、
共
和
以
前
の
周
王
の
在
位

年
数
は
、
共
和
か
ら
遡
る
形
で
記
す
と
、
厲
王
三
七
年
、
夷
王
一
六
年
、
孝
王
一
五
年
、
懿
王

二
五
年
、
共
王
一
二
年
、
穆
王
五
五
年
、
昭
王
五
一
年
、
成
王
四
七
年
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

に
従
え
ば
、
共
和
以
前
の
辛
酉
年
は
、
孝
王
一
〇
年
、
穆
王
四
二
年
、
昭
王
三
三
年
、
成
王

二
〇
年
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
2（
）　

他
系
統
の
写
本
で
は
「
成
王
」
に
作
る
。

（
2（
）　

ま
た
図
8
の「
定
王
七
年
」下
の
王
肇
の
紀
年
で「
〇
王
四
年
」と
な
っ
て
い
る
欠
字
の「
〇
」

が
「
匡
」
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
な
お
「
和
漢
辛
酉
年
々
」
の
「
王
肇
陽
九
篇
（
成
王
）
卅

六
年
」
を
「
辛
酉
甲
子
并
革
命
革
令
年
々
」
は
「
周
成
王
四
十
六
年
」
と
す
る
が
、
ど
ち
ら
が

正
し
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
2（
）　

他
系
統
の
写
本
で
は
こ
の
部
分
に
付
箋
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
王
肇
霊
実
之
甲

子
次
第
、
僖
王
・
恵
王
之
間
、
有
一
甲
子
之
得
失
。
王
肇
少
、
霊
実
多
。
上
段
所
書
之
陰
陽
乗

数
者
、
計
王
肇
年
紀
当
之
、
於
此
間
、
可
奇
除
一
甲
子
歟
。
故
始
皇
七
年
為
七
六
之
変
。
下
段

所
次
第
之
年
紀
者
、
以
霊
実
之
年
紀
次
第
之
、
有
一
甲
子
之
増
。
如
此
者
、
赦
王
十
〔
虫
損
〕

爲
七
六
〔
虫
損
〕
変
、
故
以
後
可
〔
虫
損
―
―
〕」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）　
「
又
案
三
統
之
術
、
魯
隱
公
元
年
歳
在
己
未
、
其
年
前
惠
公
之
末
年
歳
在
戊
午
、
計
文
王
受

命
是
戊
午
之
年
、
下
至
惠
公
末
年
、
六
復
戊
午
、
當
三
百
六
十
年
矣
。」（
嘉
慶
二
十
年
阮
刻
本
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［「辛酉甲子并革命革令年々」と「和漢辛酉年々」］……末永高康

巻
十
六
之
一
の
三
葉
裏
九
行
目
か
ら
）

（
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
一
年
三
月
一
六
日
受
付
、
二
〇
二
一
年
七
月
二
七
日
審
査
終
了
）




